
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

店舗一覧（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

※｢猿橋支店｣は｢大月支店｣店舗内への移転により、令和 3年 2月 8日から｢0554‐22‐1333｣になりました。 
※｢大明見支店｣は｢明見支店｣店舗内への移転により、令和 4年 2月 7日から｢0555‐23‐2360｣になりました。 
※｢富士見町支店｣は｢本店営業部｣店舗内への移転により、令和 4年 2月 14日から｢0555‐24‐4812｣になりました。 
※｢桂支店｣は、店舗の移転により令和６年２月１９日から「0555‐25‐2131」になりました。 
 

本 店 営 業 部 0555‐24‐4812 明 見 支 店 0555‐23‐2360 上 吉 田 支 店 0555‐23‐4821 
竜 ケ 丘 支 店 0555‐24‐2131 富士吉田南支店 0555‐24‐3733 ※ 大 明 見 支 店 0555‐23‐2360 
※富士見町支店 0555‐24‐4812 新 西 原 支 店 0555‐22‐8118 小 立 支 店 0555‐72‐2148 
河 口 湖 支 店 0555‐72‐2131 山 中 湖 支 店 0555‐62‐2131 忍 野 支 店 0555‐84‐3341 
平 野 支 店 0555‐65‐7711 小 沼 支 店 0555‐25‐2131 ※ 桂 支 店 0555‐25‐2131 
谷 村 支 店 0554‐43‐2131 上 谷 支 店 0554‐45‐2131 禾 生 支 店 0554‐45‐7121 
大 月 支 店 0554‐22‐1333 ※ 猿 橋 支 店 0554‐22‐1333 上 野 原 支 店 0554‐62‐5311 

振込
Salary transfer campaign 2025 
  

キャンペーン
キャンペーン期間 
令和 7 年 4 月 1 日(火)～ 
    令和 8 年 3 月 31 日(火)

給与
つるしん

     都留信用組合の組合員になれば、都留信用組合 
     ATM機を利用した時間外お引出し手数料が無
料、都留信用組合 ATM機から他金融機関様宛のお振込み為
替手数料が引下げになるサービスがございます。 
詳しくは、最寄りの下記本支店窓口までお問い合わせくだ 
さい。 


